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平成２２年（行ヒ）第４２号 政務調査費返還命令処分取消請求事件 

 

上告人  目黒区 

被上告人 須藤甚一郎 

 

弁 論 要 旨 

 

平成２４年１２月１２日 

 

最高裁判所第二小法廷 御中 

 

                 〒１５２－００３４ 

                 東京都目黒区緑が丘１丁目１１番３号 

                  被上告人  須藤甚一郎 

                  電話：０３－３７２３－８１６７ 

                  FAX  :０３－３７１７－６２２３ 

第１ 

はじめに  

 被上告人の須藤甚一郎です。私は、法律の専門家でないのですが、本件訴訟

は弁護士を代理人にせず、本人訴訟で提起・追行しております。そのため、答

弁書を去る１２月７日に提出したあと、答弁書を読み直したところ、企図した

通り書き切れてなかった個所や補充すべき個所に気づきました。幸い口頭陳述

の機会を与えられましたので、若干の補充をさせていただきます。 

 

１ 被上告人は、本件各支出を政務調査のため支出しました 

（１）端的に申し上げれば、本件政務調査費返還命令処分の対象になった本件
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各支出合計１３万５７２５円は、そもそも被上告人が政務調査のために支出し

たものであります。被上告人は、答弁書第２、２において、本件政務調査費は、

住民訴訟の普通の経費に充てたのではなく、政務調査に充てたのであることを

述べました。被上告人は、答弁書２２頁２２行目～２９頁７行目において、ど

のような政務調査を行ったのかについて、詳しく説明いたしました。 

それをご一読くだされば、本件各支出は、被上告人の政務調査に支出された

のはおわかりいただけるはずです。誤解のないように、この際はっきりと本件

各支出は政務調査のため支出したことを最初に申し上げておきたいのです。 

本件各支出は、被上告人が提起・追行した目黒区本庁舎売却に係る３９億円

１０００万円の損害賠償請求の別件住民訴訟により派生した政務調査であるた

め、被上告人は政務調査費の一部を本件各支出に充てました。その結果、被上

告人が住民訴訟経費の一部に政務調査費を充てたとして、本件返還命令処分及

び上告人の主張も政務調査費を住民訴訟に充てるのは違法である旨を主張して

います。 

そもそも、被上告人は目黒区の政務調査費に関する条例、使途基準、申合せ

事項を遵守し、本件各支出を政務調査のために支出したのです。被上告人は、

政務調査の一環として、別件住民訴訟を提起・追行しましたので、結果として

本件各支出が住民訴訟経費のため、政務調査費が充てられたと受け取られたの

です。 

ここで、本件各支出の詳細をもう一度確認しておきます。 

答弁書第２、２（１）、２２頁２２行目～２３頁１０行目において、被上告人の

政務調査であるため、政務調査費から支払った本件各支出の内訳を述べました。

以下の通りです。 

（本件支出１）が、審査委員会の録音テープの反訳およびダビング、その費

用が３万１７７５円。（本件支出２）は、別件住民訴訟における証人尋問の目黒

区職員の証言及び被上告人本人の証言を反訳した速記録の作成で、７万５６０
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０円でした。本件支出３は、平成１８年２月、上記の別件住民訴訟について敗

訴判決を受けたので、控訴し控訴提起の手数料及び予納切手のために、収入印

紙１万９５００円および切手８８５０円、その費用合計は２万８３５０円。 

以上、（本件支払１）３万１７７５円、（本件支払２）７万５６００円、（本件支

払３）２万８３５０円の合計は、１３万５７２５円です。いずれの支出も政務

調査に不可欠であったのです。控訴に係る費用も、別件住民訴訟の一審判決が

価格の有利性を考慮せず、跡地利用計画の差と３９億１０００万円もの価格差

を比較考量することがなかったため、さらに政務調査を継続し、住民訴訟を追

行し続けて、目黒区の執行部が行った財務会計行為を調査するために是非とも

必要な支出であったのです。 

 

（２）目黒区が平成１５年３月、区財政難にも拘わらず、区役所本庁舎移転の

ため、本庁舎跡地を最高購入希望金額が１１１億１０００万円であることを考

慮せず、随意契約により７２億円で売却したのです。すでに述べたように、差

額はじつに３９億１０００万円でした。 

このような価格の有利性を無視した随意契約は、地方自治法第２３４条「売

買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は

せり売りの方法により締結するものとする。 

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当

するときに限り、これによることができる。 」及び地方自治法施行令第１６７

条の２第１項２号「地方自治法第２３４条第２項の規定により随意契約による

ことができる場合は、次に掲げる場合とする。 

２ 不動産の買入れ、又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、

修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその

性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に違反すると、被上告

人は判断しました。そして被上告人は、区の被った損害を取り戻すため、平成
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１５年６月、契約担当者である当時の目黒区長及び売却先を選定した区の幹部

職員に３９億１０００万円の損害賠償請求の住民訴訟を提起・追行したのです。 

と同時に、被上告人は、別件住民訴訟提起・追行を政務調査の一環として位

置づけ、政務調査の結果を速やかに住民に伝え、議会で一般質問等に活用した

のは、原判決の判示及び被上告人の答弁書で明らかにされている通りです。 

原判決は、一審判決書１８頁１１行目～２２行目を引用して、 

｢地方自治法２４２条の２の規定に基づく住民訴訟は，普通地方公共団体の執

行機関又は職員による同法２４２条１項所定の財務会計上の違法な行為又は怠

る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え，もって地方財務

行政の適正な運営を確保することを目的とするものである（最高裁昭和５１年

（行ツ）第１２０号同５３年３月３０日第一小法廷判決・民集３２巻２号４８

５頁参照 。）このように，地方財務行政の適正な運営を確保するという目的を

有する住民訴訟の提起及び遂行は，議員による区政に関する調査研究活動と，

その目的において重なり合いを有するものであるということができる。」と判示

して、原審は、被上告人が住民訴訟を政務調査としたことを適法であると判断

したのです。 

  

２ 上告人の「議員の身分に基づいて支給される政務調査費を住民訴訟に充て

るのは憲法１４条に違反する」との失当な主張について 

被上告人は、答弁書第２、３「上告受理申立理由書に対する反論」として、

２９頁から３８頁までを費やして、上告人のいう社会的身分の差別に当たり憲

法１４条の法の下の平等に違反する旨と同趣旨の主張に対して、ことごとく反

論しました。 

被上告人は、どうしても理解に苦しむことがあります。上告人は、本件訴訟

の一審及び原審において、議員の身分を有する者が、支給された政務調査費を

住民訴訟費用に充てるのは、政務調査費を支給されない住民に対しての身分差
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別に当たり、憲法１４条に違反するとの主張をしなかったのです。 

なぜ、上告人は憲法違反という重大な違法行為を突如、上告受理申立書におい

て主張しはじめたのか。上告人はそのことについて、何ら説明していないし、

合理的な理由も存在しないというべきでしょう。 

憲法違反を持ち出して、上告を受理してもらう要件にしたと推認するのは、

筋違いでしょうか。 

上告受理申立理由書（９頁１０行目から１５行目まで）から、憲法違反と主

張する一節を引用します。 

「住民訴訟を提起するに要する費用や訴訟の提起・追行に必要な弁護士費用を、

議員としての身分に基づき当該自治体から支給された政務調査費のうちから賄

うことが許されるとしたならば、議員の身分を有する住民は、以下に述べると

おり議員の身分を有しない住民より、行政事件訴訟上の住民訴訟において著し

く優遇されることになり、このことは、国民に対し、ひとしく裁判を受ける権

利を保障した憲法３２条に反し、また憲法１４条に定める社会的身分による差

別に当たり、法の下の平等に著しく反することになる。（９頁１０行目から１５

行目）。同趣旨の主張は数多あり、被上告人は答弁書において、いずれの主張に

も反論し、憲法違反に当たらないことを主張したのです。 

 

３ 被上告人は、別件住民訴訟の原因である目黒区本庁舎跡地売却に係る議会

の表決当時は議員ではなく、表決に加わっていません 

 被上告人は、答弁書４２頁９行目から４３頁１０行目において、「執行機関の

財務会計行為の議案に反対した議員も住民訴訟を提起できる」として、一般論

として、原判決を引用して反論しました。 

 上告人は被上告人が、目黒区本庁舎跡地売却議案の表決に加わっていたと誤

解し、表決に加わった議員は住民訴訟を提起できないと主張していると考えら

れます。しかし、被上告人は、平成１１年４月の区議会議員選挙で初当選。同
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１３年６月に参院選比例区立候補で辞職。平成１５年４月の区議選で当選し、

再び目黒区議になったのです。 

 別件住民訴訟の本校舎売却の議案は、平成１５年３月に議会で議決されたの

ですから、その時点では被上告人は区議会議員ではなく、したがって表決に加

わっていません。このことは一審の審理及び証拠で自明であるし、被告は目黒

区の執行機関なのですから、被上告人の区議の任期について詳細にわかる立場

にありながら、上記の主張とするとは杜撰というべきです。 

 以上で口頭陳述を終わります。 

 答弁書及び本弁論要旨で述べましたように、上告人の主張には理由がないの

で、どうか本件上告を棄却するようお願い申し上げます。 

 

                               以上 


